








旧城下町とその周辺地区

霞ヶ浦湖畔地区

筑波山麓地区

第一種低層住居専用地域

商業地域(幹線道路沿線)

商業地域(駅周辺)

準住居地域

工業専用地域
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    字の配置については、じっくり
見ることが可能な通常の屋外広告物
と、見る時間が限られるデジタルサ
イネージとの広告媒体としての性質
の違いを意識することが重要です。
 例えば、人の目が一カ所に留まる
時間はおおよそ0.3秒前後と言われて
います。この短い時間で人が読める
文字数は、日本語で最大15文字が目
安となるため、リーフレットやポス
ターに使用するデザインをそのまま
流用すると情報量が多くなり、広告

効果が薄れる可能性があります。
 デジタルサイネージでは、初めて
見る人が瞬時に理解できるだけの情
報量に絞り、読ませるコンテンツで
はなく「見せる」コンテンツにする
必要があります。
 見せ方についても、印刷広告物に
比べて解像度が低いことを考慮し、
文字のサイズを大きくしたり、背景
との明度差を確保するなど、視認性
や可読性を高める工夫が必要です。

文

文字数が多く、どの情報を伝
えたいのか分かりにくい

背景との明度差が確保できて
おらず、視認性が低い

フォントや向きの不揃い、無
意味な変形により読みにくい

天然酵母パン
土浦堂

文字数を抑えた表示面の例。
情報量だけでなく、写真・イラストなどの
コンテンツとフォントが調和していること
も重要です。
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土浦市デジタルサイネージチェックリスト

□ 次の表に定める地区毎の指針を順守すること。

※設置場所から30m離れた地点から表示面を視認した際に、２つ以上の辺に屋外広告物

以外の光源又は光の反射が接する場合は、（）内の輝度まで緩和

□ 歩行者の目線の高さと同じ高さ（地表面から1～2m程度）にLEDを使用した表示面

を配置する場合は、表に示す基準値以上に輝度に配慮すること。

□ 反射・映り込み防止フィルム等を活用することにより、画面を見やすくするとともに、

明るさを抑えること。

□ フリッカー（ちらつき）を抑制するため、リフレッシュレート（垂直同期周波数）の高い表

示機器を使用するか、フレームレート（コマ数）とリフレッシュレートを合わせること。

□ 適切なコントラストにより視認性を確保すること。

□ 信号機付近では信号機の光に類似した色を使用しないこと。

□ うずまき模様、細かい縞模様、同心円等、錯覚を引き起こすような規則的なパターン

模様が大部分を占める表示は避けること。

□ A地区 □ B地区 □ C地区 記載欄

光

昼間

(日の出～日の入)

3,000

cd/㎡以下

3,000

cd/㎡以下

3,000

cd/㎡以下

cd/㎡

夜間

(日の入～0時)

400(1,000)

cd/㎡以下※

400(800)

cd/㎡以下※

400

cd/㎡以下

cd/㎡

深夜帯

(0 時～日の出)

状況に応じ夜間よりも周辺環境に

配慮した輝度
完全消灯 cd/㎡

上方光束 -
必要に応じ庇やカバーなどの

適切な遮蔽物の下部に設置

色 -
高彩度を控え

る

高彩度を控える

（アースカラー推奨）

動 き - -
静止画の切替

（切替間隔 10秒）

位 置 - 高さ9ｍ以下 高さ3ｍ以下

音
65dB以下かつ

6～22時のみ
出力不可 出力不可



□ 自立型の場合、筐体自体についても周辺の建築物ファサードや景観との調和を図っ

た色彩や形態とすること。

□ 映像や光の点滅は、１秒間に３回を超える使用を避け、かつ１秒間中の輝度変化を

20%以下に抑えること。加えて、これを連続して2秒を超えて行わないこと。

□ 点滅が同時に起こる面積が画面の４分の１を超えないこと。

□ 鮮やかな赤色の点滅は特に慎重に扱うこと。

□ 極端に長いストーリーやクイズ等、受け手の注目を過度に集める表現を避けること。

□ サブリミナル効果等の通常感知しえない方法による表現を避けること。

□ 道路から信号機や道路標識を視認する際に表示面が重なる等、交通安全を阻害する

ものとならないよう設置位置及び表示面の向き・角度に配慮すること。

□ 特に交差点においては、右折レーンの進行方向に正対する位置に表示面を向けない

こと。

□ 水面（湖面や川面など）に近接して設置する場合は、夜間、水面に表示面の光が反射し

ないように配慮すること。

□ 歴史的風致形成建造物に近接して設置する場合は、設置場所や設置方法について周

辺環境に合わせること。

□ デジタルサイネージの設置に際しては、各指針を踏まえ、茨城県警察土浦警察署交通

課に対し事前の協議を行うこと。

協議日： 年 月 日

担当者：

意 見：

□ 光や色等、デジタルサイネージについて近隣等から苦情があった場合には、設置者・管

理者において誠実に対応すること。

□ 災害発生時における被災状況や避難誘導情報、防災関連情報等の緊急性の高い内容

を公益のため表示する場合、その表示内容に限っては、本ガイドラインに示す指針に

準拠することを要しない。


